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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技盤にともに設置された、遊技球が入賞可能な特別図柄始動入賞装置、および特別図
柄を複数の表示パターンにて表示可能な特別図柄表示装置と、
　特別図柄始動入賞装置への前記入賞を検知する特別図柄始動入賞検知手段と、
　特別図柄始動入賞検知手段が前記入賞を検知したことに基づいて前記特別図柄表示装置
にて前記特別図柄を変動表示させる特別図柄表示制御手段と、
　前記変動表示の表示結果と関連して演出図柄を表示する演出図柄表示装置と、を備え、
　前記変動表示の表示結果が、あらかじめ定められた大当り表示結果となったことに関連
して大当り遊技状態が付与される遊技機において、
　前記特別図柄表示装置にて変動表示される特別図柄の一部が、前記変動表示の表示結果
として表示され得る特別図柄のすべての表示パターンのうちの一部であり、
　前記変動表示が予め定められた表示パターンを用いて行われ、
　前記変動表示の後の前記表示結果の停止表示がすべての表示パターンのうちのいずれか
を用いて行われることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　遊技盤にともに設置された、遊技球が入賞可能な普通図柄始動装置、および普通図柄を
複数の表示パターンにて表示可能な普通図柄表示装置と、
前記普通図柄始動装置に対する遊技球の通過を検知する普通図柄始動検知手段と、
前記普通図柄始動検知手段が当該通過を検知したことに基づいて前記普通図柄表示装置に
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て前記普通図柄を変動表示させる普通図柄表示制御手段と、をさらに備えるとともに、
前記普通図柄表示装置の設置領域と、前記特別図柄表示装置の設置領域とが隣接している
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　特別図柄表示装置と普通図柄表示装置とがそれぞれ複数の発光素子からなるとともに、
普通図柄表示装置を構成する前記複数の発光素子のうち少なくとも一の発光素子が、特別
図柄表示装置を構成する前記複数の発光素子のうちの少なくとも二の発光素子同士を結ぶ
直線上に配置されていることを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　特別図柄表示装置における特別図柄の変動表示の更新間隔と、普通図柄表示装置におけ
る普通図柄の変動表示の更新間隔とが同一である請求項２または３に記載の遊技機。
【請求項５】
　特別図柄表示装置は、該特別図柄表示装置を構成する発光素子のうち、普通図柄表示装
置を構成する発光素子と隣接する発光素子を変動表示の最初に点灯させるように構成され
ていることを特徴とする請求項３に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機など、遊技球の入賞に基づいて変動表示する特別図柄の表示結果
と関連して大当り遊技状態が遊技者に与えられる遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の遊技機のひとつであるパチンコ機では、発射された遊技球が特別図柄始動入賞
装置（スタートチャッカー）に入賞したことを契機として、特別図柄が変動する特別図柄
変動ゲームが行われる。現行のパチンコ機では、特別図柄を所定時間にわたって変動表示
させた後に、その表示結果として、何らかの表示パターンにて最終的に停止表示させるこ
とによって１回の特別図柄変動ゲームが終了する。
【０００３】
　変動表示の表示結果として表示された特別図柄が、あらかじめ定められた大当り表示結
果となった場合には、遊技者には大当り遊技状態が付与され、多数の賞球の獲得が期待さ
れることとなる。また多くのパチンコ機では、大当り遊技状態が付与される特別図柄の表
示パターンのうち、さらに特定のものが停止表示された場合には、大当り遊技状態が付与
される確率が以降の遊技において高確率となる確率変動状態や、特別図柄始動入賞装置に
遊技球が入賞しやすくなるように開閉羽根が開放されやすくなる時短状態が付与される。
【０００４】
　また一般的なパチンコ機では、上記特別図柄のほか、多様な演出を行って遊技者の興趣
を喚起するための演出図柄が用意されている。近年では、遊技盤の中央に設置された大き
な液晶表示装置によって演出図柄を華々しく変動させて遊技を演出することが通常である
。
【０００５】
　大当り遊技状態が与えられるか否かの抽選（大当り判定）の結果を表示する特別図柄に
関し、現行のパチンコ機では、（ａ）特別図柄の変動表示および停止表示は主制御基板の
メインＣＰＵで制御され、（ｂ）当選する大当り遊技状態の内容が上記確率変動状態や時
短状態を伴うか否かなど複数通りに存在する場合は、それぞれを異なる表示パターンによ
って表示しわけており、（ｃ）特別図柄変動ゲームの途中では変動表示を停止させていな
かった。
【０００６】
　したがって、特別図柄表示装置と演出図柄表示装置とを分け、メインＣＰＵで前者を、
サブＣＰＵ（演出ＣＰＵ）で後者をそれぞれ制御することでＣＰＵ負荷を分散させること
ができる。また特別図柄を設けることにより、例えば確率変動状態が付与されない演出図
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柄をまず停止表示させて大当り遊技を開始させ、確率変動状態が付与されるか否かについ
ては、大当り遊技中の演出図柄の表示内容によって遊技者に知覚させるといった演出も可
能となる。なお、かかる演出を行う場合も、特別図柄表示装置で停止表示される特別図柄
を見れば、例えば確率変動状態が付与される大当りであるか否かが識別可能である。この
ため、特にかかる演出を行う場合は、付与された大当り遊技状態の内容が如何なるもので
あるかを遊技者が特別図柄から容易に察知して興醒めとならないよう、特別図柄の停止表
示パターンは多数用意される。
【０００７】
　このため従来のパチンコ機では、演出図柄表示装置は遊技者に最も目に付くように遊技
盤の中央位置に設置し、特別図柄表示装置は演出図柄表示装置と比して目立たない位置に
ＬＥＤや７セグメントを配置して構成するのが一般的である。また特別図柄と演出図柄と
を備えるパチンコ機では、特別図柄の変動開始と同時に演出図柄も変動を開始し、演出図
柄の停止と同時に特別図柄も停止するよう制御されるため、演出図柄における演出を注視
する遊技者の視線が特別図柄に集まることは通常ない。
【０００８】
　下記特許文献１に記載の遊技機における特別図柄表示装置は、センター役物の下縁部に
設けられた４つのＬＥＤにより構成されている。この４つのＬＥＤを各々点灯・消灯させ
ることで全１６通り（全消灯の場合を除くと表示パターンは１５通り）の特別図柄を形成
し、変動開始から４０ｍｓｅｃ毎に図柄を順次更新させることで特別図柄変動ゲームを行
っている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－１２２３５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、演出図柄表示装置に遊技者の視線を集中させるべく特別図柄表示装置を
目立たない位置に配置したとしても、特に熟練した遊技者の場合は特別図柄表示装置によ
る特別図柄変動ゲームの結果を注視することがある。また目立たない位置に配置するとは
いえ、特別図柄表示装置で行われる特別図柄変動ゲーム、特に動きのある変動表示の態様
は、遊技機全体の美感を創出するための重要な一要素となる。
【００１２】
　また上記特許文献１に記載の遊技機の場合は、特別図柄のすべての停止表示パターンを
順次切り替えて表示することで変動表示が行われることから、特別図柄変動ゲーム中の演
出が寂しいものとはならないが、変動する特別図柄の表示順が無作為であるため、これを
見た遊技者に乱雑な印象を与え、やはり見た目上の美感に乏しいものであった。
　特別図柄の停止表示パターンは上述のように、付与される大当り遊技状態の種類数や演
出の態様に応じて多数用意されることから、これらを連続的に表示させつつ遊技者に美感
を与えるよう表示順を決定することは容易ではなく、また変動表示パターンを主制御基板
のメインＲＯＭに設定する作業量が膨大となってしまうという問題がある。
　特に遊技内容がますます多様化しつつある近年の遊技機では、停止表示され得る特別図
柄の図柄数も増大の傾向にある。
【００１３】
　そこで本発明は、かかる多様性を当該特別図柄の変動表示にもたせつつ、特別図柄の図
柄数が増大した場合にも、その変動表示パターンを設定する作業量を膨大なものとするこ
とのない遊技機を提供することを目的とする。本発明の他の目的については以下の説明か
ら明らかとなろう。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明は、
（１）遊技盤にともに設置された、遊技球が入賞可能な特別図柄始動入賞装置、および特
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別図柄を複数の表示パターンにて表示可能な特別図柄表示装置と、特別図柄始動入賞装置
への前記入賞を検知する特別図柄始動入賞検知手段と、特別図柄始動入賞検知手段が前記
入賞を検知したことに基づいて前記特別図柄表示装置にて前記特別図柄を変動表示させる
特別図柄表示制御手段と、前記変動表示の表示結果と関連して演出図柄を表示する演出図
柄表示装置と、を備え、前記変動表示の表示結果が、あらかじめ定められた大当り表示結
果となったことに関連して大当り遊技状態が付与される遊技機において、前記特別図柄表
示装置にて変動表示される特別図柄の一部が、前記変動表示の表示結果として表示され得
る特別図柄のすべての表示パターンのうちの一部であり、前記変動表示が予め定められた
表示パターンを用いて行われ、前記変動表示の後の前記表示結果の停止表示がすべての表
示パターンのうちのいずれかを用いて行われることを特徴とする遊技機；
（２）遊技盤にともに設置された、遊技球が入賞可能な普通図柄始動装置、および普通図
柄を複数の表示パターンにて表示可能な普通図柄表示装置と、前記普通図柄始動装置に対
する遊技球の通過を検知する普通図柄始動検知手段と、前記普通図柄始動検知手段が当該
通過を検知したことに基づいて前記普通図柄表示装置にて前記普通図柄を変動表示させる
普通図柄表示制御手段と、をさらに備えるとともに、前記普通図柄表示装置の設置領域と
、前記特別図柄表示装置の設置領域とが隣接していることを特徴とする上記（１）に記載
の遊技機；
（３）特別図柄表示装置と普通図柄表示装置とがそれぞれ複数の発光素子からなるととも
に、普通図柄表示装置を構成する前記複数の発光素子のうち少なくとも一の発光素子が、
特別図柄表示装置を構成する前記複数の発光素子のうちの少なくとも二の発光素子同士を
結ぶ直線上に配置されていることを特徴とする上記（２）に記載の遊技機；
（４）特別図柄表示装置における特別図柄の変動表示の更新間隔と、普通図柄表示装置に
おける普通図柄の変動表示の更新間隔とが同一である上記（２）または（３）に記載の遊
技機；
（５）特別図柄表示装置は、該特別図柄表示装置を構成する発光素子のうち、普通図柄表
示装置を構成する発光素子と隣接する発光素子を変動表示の最初に点灯させるように構成
されていることを特徴とする上記（３）に記載の遊技機；
を要旨とする。
【００１５】
　また本発明においては、さらに具体的な態様として、
（６）遊技盤に区画形成された表示装置設置領域内に、前記普通図柄表示装置および特別
図柄装置が、互いの間を隔てることなくともに配置されている上記（２）または（３）に
記載の遊技機；
（７）特別図柄表示装置における特別図柄の変動表示の表示結果として、前記あらかじめ
定められた大当り表示結果のうちの一の表示パターンが表示される場合と、他の表示パタ
ーンが表示される場合とで、
　前記演出図柄表示装置にて同一の演出図柄が表示されることを特徴とする上記（１）～
（６）のいずれかに記載の遊技機；
によっても上記本発明の目的を達成することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の遊技機によれば、複数種類の特別図柄を変動表示させることで、特別図柄変動
ゲーム中の多様な演出を可能にしつつ、変動表示または停止表示され得る特別図柄の一部
のみを選択して変動表示に用いることで、特別図柄の美感ある表示演出を容易な設定で実
現することができる。
　すなわち本発明によれば、停止表示パターンの数や態様に必ずしもとらわれることなく
、美感が創出されると考えられる比較的少数の表示パターンとその表示順を予め選定して
変動表示パターンを設定しておくことにより、特別図柄の停止表示パターンの内容や数の
大小によらず、美感を持ってこれを変動表示させることができ、また変動表示パターンを
設定する作業量が膨大となることがない。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の遊技機として、パチンコ遊技機（以下、パチンコ機という。）を例にとり、本
発明を実施するための最良の形態について以下図面を用いて具体的に説明する。ただし本
発明の遊技機としてはパチンコ機のほか、アレンジボール機等であってもよい。また以下
の説明において、上下左右方向とは図１に示すように遊技盤１３に正対した場合の当該方
向を指すものであり、前方は遊技盤１３の手前側、後方は遊技盤１３の奥側をそれぞれ意
味する。
【００１８】
＜パチンコ機の基本構成について＞
　図１は、パチンコ機１０の機表側の模式図である。図２は、多数の釘（図示せず）によ
って遊技球の流れに変化を与えつつ転動させる経路が形成された遊技盤１３の正面図であ
る。
【００１９】
　縦長矩形状の機体の外郭をなす外枠１１の開口前面側には、各種構成部材を装着する中
枠１２が開閉自在に組み付けられている。中枠１２の前面側には、機内を透視可能に保護
する保護ガラス等が装着された前枠１４と、上球皿１５がそれぞれ横開きに開閉可能に組
み付けられている。前枠１４を通じて視認される遊技盤１３は中枠１２に装着されるが、
図１では図示を省略している。また外枠１１、中枠１２および前枠１４は、施錠装置４２
によって互いに閉止される。
【００２０】
　前枠１４の前面側や遊技盤１３の遊技領域１３ａには、点灯または点滅して発光演出を
行うＬＥＤなどの装飾ランプ１６が設けられている。外枠１１の下部などには、各種音声
を出力して音声演出を行うスピーカ１７が収納されている。中枠１２の下部には、上球皿
１５から溢れた遊技球の受け皿である下球皿１８と、遊技領域１３ａに遊技球を発射する
弾球装置１９が装着されている。
【００２１】
　パチンコ機１０の機内に配設された遊技盤１３には、図２に示すように、その盤面に略
円形状に湾曲形成したレール４１が配設されて、該レール４１の内部に遊技領域１３ａが
画成されている。そして弾球装置１９を操作することにより、上球皿１５に貯留されてい
る遊技球がレール４１に沿って遊技領域１３ａに打ち出されて、該遊技領域１３ａを流下
する。
【００２２】
　遊技盤１３の遊技領域１３ａの略中央には、液晶ディスプレイ型のゲーム表示手段とし
ての演出図柄表示装置４０を備えた装飾部材としてのセンター役物２０が設けられ、各種
の装飾部品により遊技盤１３を装飾するとともに、変動画像または画像表示に基づく各種
の表示演出、特に複数種類の演出図柄を変動させて表示する演出図柄変動演出や発光演出
、および変動する図柄を組み合わせる図柄組合せゲームが行われる。
【００２３】
　センター役物２０の内側下部にはステージ４８が形成されている。ステージ４８上で左
右に揺動した遊技球は、ステージに設けられた複数の球出口から再び遊技領域１３ａへと
誘導される。この複数の球出口のうち少なくとも一つの球出口へと誘導された遊技球は、
ステージ下方に開口形成された特別図柄始動入賞装置（始動口）２２へ入賞しやすくなっ
ている。本実施形態のパチンコ機１０では、始動口は上下に二つ設けられている。上側の
始動口２２ａには、ステージ４８の球出口から落下した遊技球と、ステージ４８を経由せ
ずに遊技領域１３ａを転動流下してきた遊技球が常に入賞可能となっている。また、下側
の始動口２２ｂは後述するようにアクチュエータ（図示せず）によって開閉羽根２１（図
２参照）が開放されることによって入賞可能となる。
【００２４】
　始動口２２ａ，２２ｂには、入賞した遊技球を電磁的に検知する特別図柄始動入賞検知
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手段（入賞検知スイッチ）が設けられており（図７を参照）、該入賞検知スイッチにて検
出された遊技球は、遊技盤１３の奥方で合流し、図示しない機外排出経路を介してパチン
コ機１０の機外へと排出される。また入賞検知スイッチが遊技球を検知したことを契機と
して、演出図柄表示装置４０では図柄組合せゲームが行われ、例えば「７７７」などの組
み合わせが揃った場合には、遊技者に有利な大当り遊技状態が付与される。演出図柄表示
装置４０で実行される演出表示は、後述するように表示制御基板２８（図７を参照）によ
って制御される。
【００２５】
　遊技盤１３には、遊技者が視認できる位置に特別図柄表示装置３０が設けられている。
入賞検知スイッチが遊技球の入賞を検知すると、演出図柄表示装置４０による図柄組合せ
ゲームの開始と同時に特別図柄表示装置３０においては特別図柄変動ゲームが開始され、
所定時間の演出動作の後、演出図柄の確定停止と同時に、特別図柄も所定の表示パターン
にて停止表示される。特別図柄表示装置３０における特別図柄の変動表示および停止表示
は、後述するようにメインＣＰＵ２６ａ，メインＲＯＭ２６ｂおよびメインＲＡＭ２６ｃ
を備える主制御基板２６（図７を参照）によって制御される。すなわち主制御基板２６が
、特別図柄表示制御手段としての機能を有している。
【００２６】
　始動口２２ａ，２２ｂの下方には、図示しないアクチュエータの作動により開閉動作を
行う大入賞口扉２３を備えた大入賞口２４が配設されている。そして、大当り遊技状態が
付与されると、大入賞口扉２３の開動作によって大入賞口２４が開放されて遊技球が入賞
可能となるため、遊技者は多数の賞球が獲得できるチャンスを得ることができる。
【００２７】
　始動口２２ｂの左右には、アクチュエータ（図示せず）の作動によって揺動する一対の
開閉羽根２１が設けられている。このため、開閉羽根２１の上側を開放して逆ハの字状と
することで遊技球は始動口２２ｂに入賞しやすくなり、逆に上側を閉めてハの字状にする
ことで始動口２２ｂへの入賞が不可能となる。
【００２８】
　開閉羽根２１の開放動作は、遊技領域１３ａに設置された普通図柄始動装置（ゲート）
２５を遊技球が通過したことを契機として行われる。ゲート２５は、遊技球がその内部を
通過したことを電磁的に検知する検知スイッチを普通図柄始動検知手段として備えており
、遊技球がゲート２５を通過すると、パチンコ機１０の内部では普通図柄表示制御手段に
よって抽選がおこなわれ、これに当選した場合は所定時間にわたって開閉羽根２１が開放
される。
　なお、本発明に用いる普通図柄始動検知手段には、遊技球が自身の内部を通過したこと
を検知する上記ゲート式の検知スイッチのほか、特定の領域を遊技球が通過したことを検
知する近接スイッチを用いてもよい。
【００２９】
　一方、遊技盤１３には遊技者が視認できる位置に普通図柄表示装置５０が設けられてい
る。
　遊技球がゲート２５を通過したことを普通図柄始動検知手段が検知すると、普通図柄表
示装置５０では普通図柄の変動表示が行われる。本実施形態のパチンコ機１０では、普通
図柄を複数通りに変動表示させた後に所定の表示パターンで停止表示させる普通図柄変動
ゲームが実施される。普通図柄変動ゲームの結果、普通図柄が所定の表示パターンにて停
止表示されることで、遊技者は普通図柄変動ゲームにおける抽選結果を知ることができる
。抽選結果が当選であった場合は、開閉羽根２１が開放状態となって始動口２２ｂへの遊
技球の入賞確率が上昇する。
【００３０】
　普通図柄の変動表示および停止表示を制御する普通図柄表示制御手段は、本実施形態の
パチンコ機１０の場合、主制御基板２６によって実現されている。すなわち主制御基板２
６は、特別図柄表示制御手段としての処理機能と、普通図柄表示制御手段としての処理機
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能とを併せ持っている。
【００３１】
　なお遊技領域１３ａには、遊技球の入賞によって賞球が払い戻される一般入賞口５５が
一つまたは複数設けられていてもよい。
【００３２】
＜特別図柄表示装置および普通図柄表示装置について＞
　本実施形態の特別図柄表示装置３０は、ＬＥＤなどの発光素子を複数個組み合わせて構
成されている。ただし本発明においてはこのほか、７セグメントや液晶ディスプレイ、ま
たは機械的に駆動される可動体を特別図柄表示装置３０に用いることもできる。
　また本実施形態の普通図柄表示装置５０もまた、ＬＥＤなどの発光素子を複数個組み合
わせてなる。
【００３３】
　図３は、特別図柄表示装置３０と普通図柄表示装置５０とを互いに隣接して備える表示
器６０の斜視図である。表示器６０は、ベース６３の表面側に表示装置設置領域６１、装
飾６２、および二つの一般入賞口５５を備え、裏面側にＬＥＤ基板６４を備えている。ベ
ース６３には複数の通孔６５が設けられており、ネジなどの緊締具によってベース６３を
遊技盤１３に固定することができる。すなわちベース６３を遊技盤１３に装着することに
よって、遊技盤１３には表示装置設置領域６１が区画形成されることとなる。
【００３４】
　図４は表示器６０の正面図である。表示器６０には、円形などに区画形成された表示装
置設置領域６１の内側に特別図柄表示装置３０を構成するＬＥＤと普通図柄表示装置５０
を形成するＬＥＤとがともに配置されている。表示装置設置領域６１内には１７個のＬＥ
Ｄが互いの間を仕切りなどで隔てることなく並べて配置されており、そのうち７つが特別
図柄表示装置３０を、２つが普通図柄表示装置５０を構成している。特別図柄表示装置３
０を構成する７つのＬＥＤを便宜的に特別図柄表示ＬＥＤ３０ａ～３０ｇとし、普通図柄
表示装置５０を構成する２つのＬＥＤを普通図柄表示ＬＥＤ５０ａ，５０ｂとする。また
１７個のＬＥＤのうち残る８個が、普通図柄記憶ＬＥＤ５１（５１ａ，５１ｂ）、特別図
柄記憶ＬＥＤ３１（３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，３１ｄ）、遊技状態表示ＬＥＤ３２（３２
ａ，３２ｂ）として設けられている。
【００３５】
　普通図柄表示装置５０は、２つの普通図柄表示ＬＥＤ５０ａ，５０ｂを備えることで、
それぞれの点灯・消灯のパターンによって４通りの表示パターンを表示しわけることがで
きる。したがって、普通図柄表示装置５０では、普通図柄表示ＬＥＤ５０ａ,５０ｂがい
ずれも消灯している場合を除き最大３通りの普通図柄を変動表示および停止表示すること
ができる。
　同様に、特別図柄表示装置３０は７つの特別図柄表示ＬＥＤ３０ａ～３０ｇを備えるこ
とにより、２７＝１２８通りの表示パターンを表示しわけることができ、したがってすべ
ての特別図柄表示ＬＥＤが消灯している場合を除き最大１２７通りの特別図柄を変動表示
および停止表示することができる。すなわち、本実施形態においては、すべての特別図柄
表示ＬＥＤが消灯している場合は表示パターンとして設定はしていない。
【００３６】
　本発明の遊技機は、特別図柄表示装置３０に表示され得るすべての表示パターンの特別
図柄のうち、一部のみを連続的に切換表示することによって変動表示を行うことを特徴と
するものである。詳細については後述する。
【００３７】
　普通図柄記憶ＬＥＤ５１は、ゲート２５を通過した遊技球のストック数を表示するため
の表示装置であり、２つのＬＥＤの点灯・消灯の態様によって、普通図柄変動ゲームを開
始させるための当該遊技球の保留数（普通図柄始動保留数）を表示する。本実施形態のパ
チンコ機１０における普通図柄変動ゲームでは最大４つの保留が可能となっており、保留
数が１の場合は一方のＬＥＤが点灯し、保留数が２の場合は両方のＬＥＤが点灯し、保留
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数が３の場合は一方のＬＥＤが点灯すると共に他方のＬＥＤが点滅する。また保留数が４
の場合は両方のＬＥＤが点滅する。
【００３８】
　特別図柄記憶ＬＥＤ３１は、始動口２２ａ，２２ｂに入賞した遊技球のストック数を表
示するための表示装置であり、４つのＬＥＤの点灯・消灯の態様によって、当該入賞球の
保留数（始動保留数）を表示する。本実施形態のパチンコ機１０における特別図柄変動ゲ
ームでは最大４つの保留が可能となっており、その保留数に応じた数のＬＥＤが点灯する
。
【００３９】
　遊技状態表示ＬＥＤ３２は、遊技状態が通常状態であるか、上述した確率変動状態や時
短状態であるかどうか等を示すための表示装置である。
【００４０】
　これらのＬＥＤは、図示のように同一形状のものを使用しても、一部または全部が互い
に異なる形態のものを使用してもよい。
【００４１】
　このように特別図柄表示装置３０と普通図柄表示装置５０とを隣接して配置することで
、遊技者に対して両者が配置構成上の観点から渾然一体化した印象を与えることができる
。特に本実施形態のパチンコ機１０のように、遊技盤１３に区画形成された表示装置設置
領域６１内に特別図柄表示装置３０と普通図柄表示装置５０とを互いの間を隔てることな
くともに配置することによって、かかる渾然一体化の効果が促進される。
【００４２】
　特別図柄表示装置３０と普通図柄表示装置５０とを配置構成上で渾然一体化させること
で、遊技者はいずれのＬＥＤが特別図柄表示装置３０を構成するものであるかが瞬時には
判断できず、演出図柄表示装置４０の表示結果を待たずして特別図柄表示装置３０によっ
て大当り判定の結果を知得してしまうことを防いでいる。また、特別図柄表示装置３０と
普通図柄表示装置５０とでそれぞれ行われる変動表示やその後の停止表示が見た目上で組
み合わされるため、両者をあわせて統一感のある演出を実現することができる。
【００４３】
　表示器６０は、さらに大当り遊技状態の継続長さ（獲得が期待される賞球の多寡）を表
示するためのラウンド数表示ＬＥＤ６６（６６ａ，６６ｂ）や、装飾ランプ１６としての
ＬＥＤを複数個備えている。
【００４４】
　図５（ａ）は表示装置設置領域６１の拡大図、同図（ｂ）は特別図柄表示装置３０を構
成するＬＥＤと、普通図柄表示装置５０を構成するＬＥＤのみ示す模式図である。図示の
ように、普通図柄表示ＬＥＤ５０ａは特別図柄表示ＬＥＤ３０ｇと３０ｂとを結ぶ直線上
にある。また普通図柄表示ＬＥＤ５０ｂは特別図柄表示ＬＥＤ３０ｆと３０ｂとを結ぶ直
線上にある。なお本発明で普通図柄表示ＬＥＤが当該直線上にあるとは、同ＬＥＤの一部
が当該直線にかかっていることをいうものである。
【００４５】
　このように、普通図柄表示装置５０を構成する発光素子のうちの少なくとも二の発光素
子同士を結ぶ直線上に、特別図柄表示装置３０を構成する発光素子を少なくとも一つ配置
することにより、遊技者にとっては特別図柄表示ＬＥＤ３０ａ～３０ｇと普通図柄表示Ｌ
ＥＤ５０ａ，５０ｂとを容易に識別することができなくなり、上記した特別図柄表示装置
３０と普通図柄表示装置５０との渾然一体化の効果がさらに促進される。
【００４６】
＜特別図柄の表示パターンについて＞
　上述のように本発明の遊技機は、特別図柄の停止表示パターンを多数用意した場合も容
易な設定により特別図柄の変動表示に多様性をもたせることを目的とする。
　本実施形態のパチンコ機１０は、図５各図に示すように特別図柄表示装置３０として７
個のＬＥＤ（特別図柄表示ＬＥＤ３０ａ～３０ｇ）を備えており、そのいずれか一つ以上
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ＬＥＤの点灯または消灯のパターンを連続的に切り換え、停止表示を行う場合はいずれか
一つの表示パターンが表示された状態を所定時間保持すればよい。本実施形態のパチンコ
機１０の場合、特別図柄変動ゲームに当選した場合は大当り遊技状態の終了まで、同ゲー
ムに外れた場合は次回の特別図柄変動ゲームが開始されるまで停止表示を継続することと
している。
【００４７】
［停止表示について］
　まず、特別図柄表示装置３０で行う特別図柄変動ゲームの最終停止形態である停止表示
パターンについて説明する。
　特別図柄表示ＬＥＤ３０ａ～３０ｇの具体的な停止表示パターンを下記表１および２に
示す。本実施形態のパチンコ機１０では、パターン０～１０２までの１０３通りの停止表
示パターンを特別図柄表示装置３０で行うこととしている。停止表示時に点灯する特別図
柄表示ＬＥＤを表中で「１」と記し、消灯するものを「０」と記している。
【００４８】
　表１，２に示す停止表示パターンは、メインＲＯＭ２６ｂ（図７を参照）に設けられた
特別図柄ＬＥＤパターンテーブルに格納され、後述するようにメインＣＰＵ２６ａが取得
した乱数の値に基づいて所定のパターンが選択されて呼び出され、特別図柄表示装置３０
にて該当する特別図柄表示ＬＥＤを点灯および消灯させることで、特別図柄の停止表示が
なされる。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
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【表２】

【００５１】
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　このように本実施形態のパチンコ機１０は７個のＬＥＤの点灯・消灯によって多数の表
示パターンを表示し分けることができる。したがって、特別図柄変動ゲームの当選によっ
て遊技者に付与され得る大当り遊技状態が例えば以下の５種類である場合、各大当りおよ
びハズレに対してそれぞれ一つまたは複数の特別図柄を割り当てることができる。
【００５２】
（大当りＡ）当該大当り遊技状態で獲得が期待される賞球の数が多く（ラウンド数が多く
）、かつ当該大当り遊技状態の終了後、次の大当り判定に当選するかまたは１００００回
の特別図柄変動ゲームが実行されるまで、確率変動状態と時短状態がともに付与される大
当り；
（大当りＢ）当該大当り遊技状態で獲得が期待される賞球の数が多く（ラウンド数が多く
）、かつ当該大当り遊技状態の終了後、次の大当り判定に当選するかまたは１００００回
の特別図柄変動ゲームが実行されるまで確率変動状態が付与され、同じく次の大当り判定
に当選するかまたは１００回の特別図柄変動ゲームが実行されるまで時短状態が付与され
る大当り；
（大当りＣ）当該大当り遊技状態で獲得が期待される賞球の数が少なく（ラウンド数が少
なく）、かつ当該大当り遊技状態の終了後、次の大当り判定に当選するかまたは１０００
０回の特別図柄変動ゲームが実行されるまで、確率変動状態と時短状態がともに付与され
る大当り；
（大当りＤ）当該大当り遊技状態で獲得が期待される賞球の数が少なく（ラウンド数が少
なく）、かつ当該大当り遊技状態の終了後、次の大当り判定に当選するかまたは１０００
０回の特別図柄変動ゲームが実行されるまで確率変動状態が付与され、一方、（ｄ１）確
率変動状態で当該大当り遊技状態が当選した場合は、次の大当り判定に当選するかまたは
１００００回の特別図柄変動ゲームが実行されるまで時短状態が付与され、（ｄ２）非確
率変動状態（通常状態）で当該大当り遊技状態が当選した場合は時短状態が付与されない
大当り；
（大当りＥ）当該大当り遊技状態で獲得が期待される賞球の数が多く（ラウンド数が多く
）、かつ当該大当り遊技状態の終了後、確率変動状態は付与されず、次の大当り判定に当
選するかまたは１００回の特別図柄変動ゲームが実行されるまで時短状態のみが付与され
る大当り。
【００５３】
　上記のように大当りを設定し、かつ大当り遊技状態中またはその終了後に、当該大当り
によって確率変動状態が付与されたか否かが演出図柄表示装置４０によっては遊技者に告
知されないパチンコ機１０の場合、大当りＡ,Ｂ,Ｅのいずれかを当選させた遊技者は、特
別図柄の停止表示パターンを識別するか、または遊技状態表示ＬＥＤ３２を見て遊技状態
を確認する以外には、当該付与された大当り遊技状態が上記の３つのうちいずれであった
かを知得できない場合がある。すなわち、大当り遊技状態のラウンド数の大小によって当
該大当りがＡ，Ｂ，Ｅのいずれであるかを知った遊技者は、当該大当り遊技状態の終了後
、１００回の特別図柄変動ゲームが終了した時点で、時短状態がその後も継続するか否か
という判断材料によって当該大当りが大当りＡであったか、または大当りＢもしくはＥで
あったかということまでは知ることができるものの、後者の場合については、パチンコ機
１０の主制御基板２６で抽選される特別図柄変動ゲームの当選確率が高確率（確率変動状
態）であるか低確率（非確率変動状態：通常状態）であるかを遊技者は演出図柄表示装置
４０の演出態様からは知ることができないためである。言い換えると、大当りが当選した
際に停止表示される特別図柄の表示パターンから容易に当該大当りの種別が識別されるこ
とを防ぐことにより、たとえ大当りＥが当選した遊技者であっても、当該大当りが確率変
動状態を伴う大当りＢであったかもしれないとの期待感を持って大当り遊技状態終了後の
特別図柄変動ゲームに接することができる。
【００５４】
　したがって本実施形態のパチンコ機１０のように特別図柄を最大１２７通りに表示可能
とすることにより、遊技者が当該大当りの種別を特別図柄から容易に察知できないよう、
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上記各大当りに対して数パターンから数十パターンの特別図柄を割り当てるとよい。
　なお、特別図柄変動ゲームがハズレに終わった場合、遊技者は演出図柄表示装置４０の
演出態様から当該ハズレを容易に察知することができるため、特別図柄に関しても一通り
の停止表示パターンを割り当てれば十分である。
【００５５】
　なお本実施形態のパチンコ機１０においては、特別図柄変動ゲームの表示結果として更
に、
（小当りＦ）大当りＣやＤで行われる大当り遊技状態と同じ演出態様であって、当該小当
り終了後に確率変動状態も時短状態も付与されない小当り；
を大当り表示結果の一つとして設けておくとよい。
【００５６】
　かかる小当りＦを設けることにより、非確率変動状態で大当りＤが当選した場合と、当
該小当りＦが当選した場合とでは、いずれも時短状態が付与されないことから、遊技者は
大当りＤが当選して確率変動状態が付与されたか、小当りＦが当選してこれが付与されて
いないかを演出図柄表示装置４０の演出態様のみによっては識別することができなくなる
。
　この場合も、特別図柄の停止表示パターンを、大当りＤと小当りＦとにそれぞれ複数通
りに割り当てることで、たとえ小当りＦが付与された場合であっても、以後の特別図柄変
動ゲームに対する遊技者の興趣を喚起することが可能となる。
【００５７】
　このように、特別図柄表示装置３０における特別図柄の変動表示の表示結果として、あ
らかじめ定められた大当り表示結果のうちの一の表示パターンが表示される場合（例えば
大当りＢまたは大当りＤ）と、他の表示パターン（同じく大当りＥと小当りＦ）が表示さ
れる場合とで、演出図柄表示装置４０にて同一の演出図柄が表示されるよう構成すること
により、特別図柄表示装置３０と普通図柄表示装置５０とを渾然一体化し、遊技者が特別
図柄の停止表示結果を容易に識別することを防いで遊技者の期待感を損なわないという本
実施形態の効果を十分に享受することができる。
【００５８】
　具体的には、上記大当りＡに対して上記表１，２に示すパターン２９～６０、大当りＢ
に対してパターン２１～２８、大当りＣに対してパターン１～５、大当りＤに対してパタ
ーン６～２０、大当りＥに対してパターン６１～９２、小当りＦに対してパターン９３～
１０２、ハズレに対してパターン０が、それぞれ割り当てられている。
　なお、上記表１，２に示すように大当りＤと小当りＦは、いずれも特別図柄表示ＬＥＤ
が３個以上停止し、いずれに割り当てられた特別図柄の表示パターンであるかが遊技者に
容易には識別されないよう配慮されている。
【００５９】
［変動表示について］
　つぎに、特別図柄変動ゲームの停止表示の前に行われる変動表示の表示パターンについ
て説明する。
　図６（ａ）～（ｆ）は、この順に連続的に表示パターンを切り替えることによって特別
図柄を変動表示させる特別図柄表示装置３０の表示形態を示す模式図である。なお白抜き
の丸が特別図柄表示ＬＥＤの点灯状態、黒塗りの丸が消灯状態をそれぞれ表している。
　同図（ａ）および（ｃ）は表２のパターン５９、同図（ｂ）は表１のパターン０、同図
（ｄ）および（ｆ）は表１のパターン２８、同図（ｅ）は表２のパターン５４に相当して
いる。すなわち本実施形態のパチンコ機１０では、延べ６通りの表示パターンを順次切り
替えることで特別図柄変動ゲームの変動表示を行う。
【００６０】
　具体的には、本実施形態の場合、始動口２２ａ，２２ｂへの遊技球の入賞を契機として
特別図柄変動ゲームが開始されると、常に図６（ａ）の表示パターンから変動表示が始ま
る。また同図（ｆ）まで連続的に切換表示されると、再び同図（ａ）から始まる変動表示
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パターンが繰り返して表示される。主制御基板２６（図７を参照）で決定された所定の変
動表示時間にわたってこれを繰り返した後、表１または２から選択されたいずれかの停止
表示パターンを停止表示させることで、一回の特別図柄変動ゲームが終了する。
【００６１】
　本実施形態においては、以下の（i－１）～（i－３）に従って特別図柄ＬＥＤ３０ａ,
３０ｂ,３０ｆを規則的に点灯または消灯させることで、特別図柄表示装置３０全体にお
ける変動表示に美感を創出している。
（i－１）特別図柄表示ＬＥＤ３０ａは、消灯→点灯→消灯→点灯→消灯→点灯と、消灯
・点灯を交互に繰り返す。
（i－２）特別図柄表示ＬＥＤ３０ｂは、点灯→消灯→点灯→消灯→点灯→消灯と、点灯
・消灯を交互に繰り返す。
（i－３）特別図柄表示ＬＥＤ３０ｆは、消灯→消灯→消灯→点灯→点灯→点灯と、消灯
を３図柄分繰り返した後、点灯を３図柄分繰り返す。
　上記のように設定することにより、特別図柄表示ＬＥＤ３０ａと３０ｂは交互に点灯と
消灯を繰り返すこととなる。したがって、これに隣接する普通図柄表示ＬＥＤ５０ａ，５
０ｂによる普通図柄の変動表示パターンもこれと同様に交互に点灯と消灯とを繰り返す態
様とすることで、特別図柄の変動表示と普通図柄の変動表示とを渾然一体化することがで
きる。
【００６２】
　また本発明においてはこのほか、
（ii）特別図柄表示ＬＥＤ３０ａから、ＬＥＤ３０ｂ→３０ｃ→３０ｄ→３０ｅ→３０ｆ
→３０ａ→・・・と時計回りに、または逆に反時計回りに、点灯するＬＥＤを環状に周回
させる変動表示；
（iii）特別図柄表示ＬＥＤ３０ａから、ＬＥＤ３０ｂ→３０ｇ→３０ｅ→３０ｄ→３０
ｃ→３０ｇ→３０ｆ→３０ａ→・・・と、点灯するＬＥＤを波型に周回させる変動表示；
（iv）特別図柄表示ＬＥＤ３０ｇのみを点灯させた後、ＬＥＤ３０ｂ,３０ｃ,３０ｅ,３
０ｆを同時に点灯させ、次にＬＥＤ３０ａと３０ｄとを点灯させることで、点灯するＬＥ
Ｄを放射状に拡散させる変動表示；
など、何らかのコンセプトに基づいて美感が創出される変動表示パターンを決定してもよ
い。
【００６３】
　このように本発明は、特別図柄表示装置３０にて変動表示される特別図柄が、複数の表
示パターンからなる特別図柄であって、かつ、特別図柄表示装置３０に表示され得るすべ
ての表示パターンの特別図柄のうちの一部のみとしている。
【００６４】
　これにより、例えば本実施形態のパチンコ機１０についていえば、最大１２７通りに表
示し得る特別図柄の表示パターンのうち、少数（延べ６通り）の表示パターンの繰り返し
によって変動表示に美感を創出しつつ、多数（１０２通り）の停止表示パターンを用意す
ることによって複数種類の大当り遊技状態を好適に識別し分けることができる。
【００６５】
　本実施形態においては、変動表示される特別図柄（延べ６通り）はいずれも停止表示パ
ターンに含まれるものである。これにより、変動表示に用いる特別図柄の表示パターンが
いずれの態様であるかを問わず、特別図柄表示装置３０で表示され得るすべての表示パタ
ーンを停止表示パターンに割り当てることも可能となる。
【００６６】
　またこのほか、停止表示パターンとは異なる表示パターンの特別図柄を変動表示の一部
または全部に用いてもよい。これにより、例えば停止表示パターンは多数のＬＥＤを同時
に点灯させて遊技者が一瞥しただけではいずれの表示パターンが表示されているかを識別
困難としつつ、変動表示パターンについては少数のＬＥＤを切り換え点灯させて、遊技者
に寂しい印象を与えないながらも簡素な演出を行うことができる。
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【００６７】
　また、一般的なパチンコ機１０における特別図柄変動ゲームの大当り確率は、確率変動
状態においても数パーセント、通常状態（非確率変動状態）においては１パーセント程度
以下であり、当該ゲームの停止表示は圧倒的にハズレのパターン（パターン０：図６（ｂ
）の表示パターン）となることから、図６（ａ）に示すように本実施形態では、変動表示
の最初に特別図柄表示ＬＥＤ３０ｂを点灯させることで、パターン０からの連続性が発揮
される。すなわちパターン０ではＬＥＤ３０ａのみが所定時間点灯することで停止表示が
行われるところ、これと隣接するＬＥＤ３０ｂのみを点灯させることにより、ＬＥＤの点
灯位置が不連続となることも、点灯数が不連続となることもない。
【００６８】
　さらに本実施形態においては、普通図柄表示ＬＥＤ５０ａ，５０ｂと隣接する特別図柄
表示ＬＥＤであるＬＥＤ３０ｂを変動表示の最初に点灯させることにより、特別図柄表示
装置３０と普通図柄表示装置５０の変動表示を配置構成上で渾然一体化する上記効果を高
めることができる。
　また当該ＬＥＤ３０ｂは、これと特別図柄表示ＬＥＤ３０ｇや３０ｆとを結ぶ直線上に
普通図柄表示ＬＥＤ５０ａや５０ｂが配置されていることから、当該ＬＥＤを変動表示の
最初に点灯させることにより、上記渾然一体化の効果がさらに高まる。
【００６９】
＜パチンコ機の制御構成について＞
　次に、パチンコ機１０の制御構成を図７のブロック図に基づき説明する。
　パチンコ機１０には、遊技機全体を制御する主制御基板２６が遊技盤１３の裏面側など
に装着されている。主制御基板２６は、メインＣＰＵ２６ａ、メインＲＯＭ２６ｂ、メイ
ンＲＡＭ２６ｃ、およびこれらを接続する主制御回路２６１を備え、遊技機全体を制御す
るための各種処理を実行し、該処理結果に応じて各種の制御信号（制御コマンド）を出力
する。
【００７０】
　メインＣＰＵ２６ａは各種乱数の値を所定の周期毎に更新している。
　乱数としては、（ａ）特別図柄変動ゲームでの大当りの当否を判定する大当り判定用乱
数、（ｂ）大当り当選の際に演出図柄表示装置４０で停止表示される演出図柄を決定する
大当り図柄用乱数、（ｃ）特別図柄変動ゲームの抽選に外れた場合に行われる演出図柄の
変動表示演出において、大当りの当選を予感させるいわゆるリーチ状態を伴うか否かを判
定するリーチ判定用乱数、（ｄ）後述する変動パターン振分乱数などが例示される。
　メインＲＯＭ２６ｂには、パチンコ機１０を制御するためのメイン制御プログラム、図
６各図に例示した特別図柄の変動表示パターン、表１，２に例示した特別図柄の停止表示
パターン、大当り判定値、リーチ判定値、および変動パターンなどが記憶されている。
【００７１】
　このほかパチンコ機１０は、主制御基板２６からの指示に基づいて視覚的および聴覚的
な演出を制御するサブ統括制御基板２７と、サブ統括制御基板２７から出力された信号に
基づいて演出図柄表示装置４０において演出図柄を変動表示および停止表示させる表示制
御基板２８とを備えている。
　サブ統括制御基板２７は、サブ統括制御回路２７１と、音・ランプ制御回路２７２とを
備え、音・ランプ制御回路２７２や表示制御基板２８に対して制御信号を発信する。
【００７２】
　音・ランプ制御回路２７２は、装飾ランプ１６の発光態様や、スピーカ１７の音声出力
態様を制御する。また表示制御基板２８は、サブ統括制御基板２７から与えられた乱数値
や時刻情報などに基づいて演出図柄表示装置４０の表示内容（図柄、背景、文字、キャラ
クタなどの表示画像）を制御する。
【００７３】
　本実施形態のパチンコ機１０の場合、特別図柄の変動表示と演出図柄の変動表示は、と
もに始動口２２ａ，２２ｂへの遊技球の入賞を契機として同時に開始され、また同時に停
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止して停止表示がなされる。したがって以下断りなく変動表示と記す場合は、特別図柄表
示装置３０における特別図柄の変動表示および演出図柄表示装置４０における演出図柄の
変動表示を意味するものとする。
【００７４】
　ここで変動パターンとは、変動表示が開始されてから、その変動表示が確定停止するま
での遊技内容のベースとなるパターンを示すものであり、例えば演出図柄の変動表示演出
においてリーチ状態を伴うか、または当該リーチが大当り当選を伴うか否か等を識別する
ものである。変動パターンは通常複数用意され、変動パターンごとに変動表示の変動時間
が定められている。変動パターンは一つまたは複数の変動パターンテーブルに格納され、
遊技球の入賞信号に基づいてメインＣＰＵ２６ａが取得した変動パターン振分乱数に基づ
いていずれか一つが選択される。
【００７５】
　始動口２２ａ，２２ｂに遊技球が入賞し、それぞれの備える入賞検知スイッチからの検
知信号がメインＣＰＵ２６ａに入力されると、メインＲＡＭ２６ｃに記憶（設定）されて
いる始動保留球の記憶数（以下、「保留記憶数」と示す）が予め定められた上限数（本実
施形態では４）未満であるか否かを判定する。この判定結果が肯定（上限数未満である）
の場合、メインＣＰＵ２６ａは、保留記憶数を１加算（＋１）し、書き換える。また、メ
インＣＰＵ２６ａは、大当り判定用乱数の値と大当り図柄用乱数の値をメインＲＡＭ２６
ｃから読み出し、メインＲＡＭ２６ｃの所定の格納領域に順次格納（記憶）する。保留記
憶数は、保留中の変動表示演出の実行回数を示すものである。メインＣＰＵ２６ａは、特
別図柄および演出図柄の変動表示演出の開始時に保留記憶数を１減算（－１）し、書き換
える。
　なお、上記した表示器６０の備える特別図柄記憶ＬＥＤ３１には、当該保留記憶数が表
示される。
【００７６】
　メインＲＡＭ２６ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種情報（乱
数の値など）が記憶（設定）されるようになっている。
　メインＣＰＵ２６ａは、変動表示の開始直前に、メインＲＡＭ２６ｃに格納されている
前記大当り判定用乱数の値とメインＲＯＭ２６ｂに記憶されている大当り判定値とを比較
して大当りか否かの大当り判定をする。そして、メインＣＰＵ２６ａは、大当り判定の判
定結果が肯定（大当り判定用乱数の値と大当り判定値とが一致）の場合、大当りを決定す
る。大当りを決定したメインＣＰＵ２６ａは、大当り判定用乱数の値とともにメインＲＡ
Ｍ２６ｃに記憶した大当り図柄用乱数の値を読み出し、該値に予め対応付けられた演出図
柄を大当り図柄として決定する。大当り図柄は、最終的に演出図柄表示装置４０にて確定
停止表示される大当りの図柄組み合わせ（最終的な大当り表示結果）を形成する図柄であ
る。また、メインＣＰＵ２６ａは、変動パターン振分乱数の値を読み出し、該値に基づき
大当り演出用の変動パターンの中から１つの変動パターンを決定する。本実施形態では、
主制御基板２６が、変動パターン決定手段として機能する。
【００７７】
　上記のように、大当り遊技状態が付与するか否かの抽選（大当り判定）は、遊技球が始
動口２２ａ，２２ｂなどの特別図柄始動入賞装置に入賞した際にメインＣＰＵ２６ａによ
って取得された大当り判定用乱数に基づいて変動開始直前に行われることが通常であり、
必ずしも変動表示が最終的に確定停止した時点ではじめて大当りの当否が判断されるもの
ではないが、両者の大当り判定の態様を含めて本発明では「変動表示の表示結果が大当り
表示結果となったことに関連して大当り遊技状態が付与される」と表現している。
【００７８】
　一方、メインＣＰＵ２６ａは、大当り判定の判定結果が否定（大当り判定用乱数の値と
大当り判定値とが不一致）の場合、リーチ判定用乱数の値をメインＲＡＭ２６ｃから読み
出し、該値とメインＲＯＭ２６ｂに記憶されているリーチ判定値とを比較してリーチか否
か（演出図柄の変動表示においてリーチ演出を行うか否か）を判定（リーチ判定）する。



(17) JP 5039397 B2 2012.10.3

10

20

30

40

50

そして、メインＣＰＵ２６ａは、リーチ判定の判定結果が肯定（リーチ判定用乱数の値と
リーチ判定値とが一致）の場合、リーチを決定する。また、大当り判定結果が否定されて
いるので、ＣＰＵ２６ａは、特別図柄としてパターン０（表１を参照）を決定する。
　また、メインＣＰＵ２６ａは、変動パターン振分乱数の値を読み出し、該値に基づきは
ずれリーチ演出用の変動パターンの中から１つの変動パターンを決定する。なお、はずれ
リーチ演出は、演出図柄変動表示が、リーチ演出を経て最終的にはずれの図柄組み合わせ
を確定停止表示するように展開される演出である。
【００７９】
　また、メインＣＰＵ２６ａは、大当り判定の判定結果が否定であって、さらにリーチ判
定の判定結果が否定（リーチ判定用乱数の値とリーチ判定値とが不一致）の場合、はずれ
を決定する。また、大当り判定結果が否定されているので、ＣＰＵ２６ａは、特別図柄と
してパターン０を決定する。はずれ図柄は、リーチを形成せずに、最終的に演出図柄表示
装置４０にて確定停止表示されるはずれの図柄組み合わせを形成する図柄である。
　また、メインＣＰＵ２６ａは、変動パターン振分乱数の値を読み出し、該値に基づきは
ずれ演出用の変動パターンの中から１つの変動パターンを決定する。はずれ演出は、図柄
変動表示が、リーチ演出を経ることなく、最終的にはずれの図柄組み合わせを確定停止表
示するように展開される演出である。
【００８０】
　図柄および変動パターンを決定したメインＣＰＵ２６ａは、所定の制御コマンドを所定
のタイミングでサブ統括制御基板２７（統括ＣＰＵ２７ａ）に出力する。具体的に言えば
、メインＣＰＵ２６ａは、最初に変動パターンを指示するとともに、図柄変動表示演出の
開始を指示する変動パターン指定コマンドを出力する。次に、メインＣＰＵ２６ａは、図
柄を示す図柄指定コマンドを出力する。その後、メインＣＰＵ２６ａは、指示した変動パ
ターンに定められている変動時間の経過時に、図柄の停止（確定停止表示）を指示する図
柄停止コマンドを出力する。
【００８１】
　サブ統括制御基板２７には、統括ＣＰＵ２７ａ、統括ＲＯＭ２７ｂおよび統括ＲＡＭ２
７ｃとこれらを接続するサブ統括制御回路２７１が設けられている。統括ＲＯＭ２７ｂに
は主に演出内容を決定するためのプログラムが記憶されている。統括ＣＰＵ２７ａは主制
御基板２６から入力される各種コマンドに基づいて演出内容を決定する。統括ＲＡＭ２７
ｃには、パチンコ機１０の動作中に適宜書き換えられる各種情報（乱数の値など）が記憶
（設定）される。
　具体的には、主制御基板２６から変動パターンコマンドと図柄指定コマンドを入力する
と、変動パターンに基づいて演出図柄表示装置４０における演出パターンや演出図柄を決
定する。例えば、主制御基板２６から入力された変動パターンがリーチを示す変動パター
ンであった場合、統括ＣＰＵ２７ａは、リーチ図柄を決定すると共に、複数ある演出パタ
ーンのうちからいずれを演出図柄表示装置４０に表示させるかを決定する。そして、決定
した内容を示すコマンドを生成して表示制御基板２８に対して該コマンドを出力する。
　本実施形態では、サブ統括制御基板２７が、演出パターン決定手段として機能する。
【００８２】
　表示制御基板２８には、図示しない演出図柄制御ＣＰＵ、演出図柄制御ＲＯＭ、演出図
柄制御ＲＡＭ、演出データＲＯＭ、演出データＲＡＭ、およびこれらを接続する演出制御
回路などが設けられている。演出制御ＲＯＭには、演出図柄表示装置４０の表示内容を制
御するための表示制御プログラムや、装飾ランプ１６の発光態様を制御するための発光制
御プログラムや、スピーカ１７の出力音声を制御するための音声制御プログラムなどが記
憶されている。また、演出データＲＯＭには、演出データとしての画像データや音声デー
タが記憶されている。画像データには、図柄変動表示の演出内容を演出図柄表示装置４０
に画像表示するための動画像用のデータを含む。また、演出データＲＡＭには、パチンコ
機１０の動作中に適宜書き換えられる各種の情報が記憶（設定）されるようになっている
。
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　そして、サブ統括制御基板２７から入力されるコマンドに基づいて演出図柄表示装置４
０を制御する。
【００８３】
＜パチンコ機の制御フローについて＞
　本実施形態にかかるパチンコ機１０の主制御基板２６にて行われる具体的な制御処理動
作について説明する。なお本発明は特別図柄表示装置３０における特別図柄の変動表示お
よび停止表示に特徴を有するゆえ、サブ統括制御基板２７や表示制御基板２８における制
御処理については詳細な記載を省略するが、当業者であればサブ統括制御基板２７や表示
制御基板２８に関する公知の制御フローを適用して本発明を容易に実施することが可能と
いえよう。
【００８４】
　図８～１３は、主制御基板２６のメインＣＰＵ２６ａで行われる処理（タイマ割込み処
理）についてのフローチャートである。この処理を行うためのプログラムはメインＲＯＭ
２６ｂに格納され、またメインＣＰＵ２６ａにおいて所定の割込み周期（本実施形態の場
合、４ｍｓｅｃ）ごとに実行される。
【００８５】
　図８において、メインＣＰＵ２６ａは、先ず主制御基板２６の送信バッファに格納され
たコマンドを送信し（Ｓ１００）、次にステップＳ１０１の入力処理へ移行し、図９にフ
ローチャートを示すサブルーチンを実行する。
【００８６】
　図９のサブルーチンは、ステップＳ２００～Ｓ２０６の処理からなる。ステップＳ２０
０において、メインＣＰＵ２６ａは、始動口２２ａまたは２２ｂに遊技球が入賞したか否
かを判定する。遊技球の入賞があった場合（ステップＳ２００：Ｙ）、メインＣＰＵ２６
ａは、ステップＳ２０１の処理へ移行する。一方、遊技球が入賞していない場合（ステッ
プＳ２００：Ｎ）、メインＣＰＵ２６ａは、ステップＳ２０１～Ｓ２０６の処理を行わず
本サブルーチンを終了する。
【００８７】
　ステップＳ２０１において、メインＣＰＵ２６ａは、後述するステップＳ２０２にて加
算され、後述するステップＳ３０１にて減算される遊技球の保留球数が、現時点で「４」
未満であるか否かを判断する。保留球数が４未満である場合（ステップＳ２０１：Ｙ）、
メインＣＰＵ２６ａは、ステップＳ２０２の処理へ移行する。一方、保留球数が４以上の
場合（ステップＳ２０１：Ｎ）、メインＣＰＵ２６ａは、保留球数をそれ以上加算するこ
となく、ステップＳ２０２～Ｓ２０６の処理を行わずに、本サブルーチンを終了する。即
ち、本実施形態のパチンコ機１０では、保留球数の上限は４個に設定されている。
【００８８】
　ステップＳ２０２においては、前記ステップＳ２００にて遊技球の入賞が判定され、ス
テップＳ２０１にて保留球数が４未満であると判断されているため、メインＣＰＵ２６ａ
は、保留球数を１加算して、ステップＳ２０３の処理へ移行する。ステップＳ２０３にお
いて、メインＣＰＵ２６ａは、後述する乱数更新処理ステップＳ１０２にて随時更新され
る当り判定用乱数を取得し、ステップＳ２０４の処理へ移行する。なお、ここで取得した
当り判定用乱数は、後述するステップＳ３０２の当否判定処理を行う際に用いられる。ス
テップＳ２０４において、メインＣＰＵ２６ａは、ステップＳ２０３にて取得した当り判
定用乱数を、メインＲＡＭ２６ｃの乱数記憶領域に記憶する。次にメインＣＰＵ２６ａは
、ステップＳ２０５において大当り図柄用乱数を取得し、これをメインＲＡＭ２６ｃの他
の乱数記憶領域に記憶する（ステップＳ２０６）。この大当り図柄用乱数は、後述する図
柄決定処理（ステップＳ３０７）で用いられる乱数であり、ステップＳ２０３にて取得し
た当り判定用乱数が仮に大当り当選であった場合に演出図柄表示装置４０で停止表示させ
る図柄を決定するためのものである。そして、メインＣＰＵ２６ａは、本サブルーチンを
終了する。
【００８９】
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　図９に示されるサブルーチンが終了すると、メインＣＰＵ２６ａは、図８に示されるス
テップＳ１０２の処理（乱数更新処理）へと移行する。乱数更新処理の具体的な処理フロ
ーは省略するが、メインＣＰＵ２６ａは、当り判定用乱数や大当り図柄用乱数のほか、リ
ーチ判定用乱数や変動パターン振分乱数を１ずつ加算し、それぞれ設定された上限値に至
った場合はゼロにクリアする処理を行う。
【００９０】
　乱数更新処理が終了すると、メインＣＰＵ２６ａはステップＳ１０３の変動表示開始処
理へ移行する。
　図１０にフローチャートを示すサブルーチンは、ステップＳ３００～Ｓ３０９の処理か
らなる。ステップＳ３００において、メインＣＰＵ２６ａは、前記保留球数が現時点で「
０」であるか否かを判断する。保留球数が０以外（１～４）である場合（ステップＳ３０
０：Ｎ）、メインＣＰＵ２６ａは、変動表示（特別図柄変動ゲーム）を開始させるために
ステップＳ３０１の処理へ移行する。一方、保留球数が０である場合（ステップＳ３００
：Ｙ）、メインＣＰＵ２６ａは、保留球数をそれ以上減算することなく、ステップＳ３０
１～Ｓ３０９の処理を行わずに、本サブルーチンを終了する。
【００９１】
　ステップＳ３０１において、メインＣＰＵ２６ａは、保留球数を１減算して、ステップ
Ｓ３０２の処理へ移行する。ステップＳ３０２において、メインＣＰＵ２６ａは、前記ス
テップＳ２０４にてメインＲＡＭ２６ｃの乱数記憶領域に記憶した当り判定用乱数と、大
当り判定値とを比較する当り判定を行う。比較結果が一致であるか不一致であるかを問わ
ず、メインＣＰＵ２６ａはステップＳ３０３の変動パターン振分乱数取得処理へと移行す
る。
【００９２】
　メインＣＰＵ２６ａは変動パターン振分乱数取得処理（ステップＳ３０３）で当該乱数
を取得したのち、ステップＳ３０４の変動パターン指定コマンド生成処理に移行する。ス
テップＳ３０４では、（ａ）前記大当り判定値との比較結果が一致である場合は大当り時
変動パターン振分テーブルと当該乱数とを比較し、（ｂ）前記大当り判定値との比較結果
が不一致の場合はハズレ時変動パターン振分テーブルと当該乱数とを比較し、これから実
行する変動表示の変動パターンを決定する。
　なお、ハズレ時変動パターン振分テーブルには、リーチ用の変動パターン振分テーブル
とリーチなしの変動パターン振分テーブルとがある。
【００９３】
　次にメインＣＰＵ２６ａは、上記決定された変動パターンを指定する変動パターン指定
コマンドを主制御基板２６の送信バッファに格納して（ステップＳ３０５）、次のコマン
ド送信時（ステップＳ１００）にサブ統括制御基板２７へとこれを送信する。またメイン
ＣＰＵ２６ａは、メインＲＡＭ２６ｃのタイマＮに、上記決定された変動パターンの処理
時間（割込み回数）Ｘをセットする（ステップＳ３０６）。
【００９４】
　メインＣＰＵ２６ａは次に、ステップＳ２０５で取得された大当り図柄用乱数に基づい
て、大当り当選時に特別図柄表示装置３０で停止表示させる特別図柄を図柄種別テーブル
より判定する（ステップＳ３０７）。なお、ステップＳ３０２の当否判定が否定すなわち
ハズレの場合には、本実施形態のパチンコ機１０では、特別図柄は一義的にパターン０が
決定される。特別図柄の場合、具体的には表１，２に示す特別図柄ＬＥＤパターンテーブ
ルよりいずれかの停止表示パターンが選択され、特別図柄停止番号としてメインＲＡＭ２
６ｃに記憶される。つづけてメインＣＰＵ２６ａは、判定された図柄を指定するコマンド
を生成する（ステップＳ３０８）とともに、図柄指定コマンドを次ステップでサブ統括制
御基板２７に送信すべく、これを主制御基板２６の送信バッファに格納し（ステップＳ３
０９）、変動表示開始処理サブルーチンが終了して図８のメインフローにおいてステップ
Ｓ１０４の特別図柄表示処理に移行する。
【００９５】
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　図１１にフローチャートを示す特別図柄表示処理サブルーチンは、ステップＳ４００～
Ｓ４０６の処理からなる。ステップＳ４００において、メインＣＰＵ２６ａは、まず特別
図柄変動表示の停止タイミングであるか否かを判定する。具体的には、特別図柄表示装置
３０において変動表示が行われており、かつ上記ステップＳ３０６にて取得されたタイマ
Ｎが０である場合にこれを肯定する。
【００９６】
　特別図柄変動停止タイミングが肯定された場合（ステップＳ４００：Ｙ）、メインＣＰ
Ｕ２６ａは後述のようにステップＳ４０１に移行し、特別図柄の変動表示の表示結果とし
て所定の表示パターンの特別図柄を停止表示させる処理へと向かう。以降は後述する。
【００９７】
　ステップＳ４００が否定された場合（ステップＳ４００：Ｎ）、すなわち特別図柄表示
装置３０において変動表示が行われていないか、または変動表示中であってタイマＮが０
でない場合、メインＣＰＵ２６ａはステップＳ４０４の処理へ移行する。ステップＳ４０
４においてメインＣＰＵ２６ａは、特別図柄表示装置３０にて変動表示が行われているか
否かを判定する。
　変動処理が行われていない場合（ステップＳ４０４：Ｎ）、メインＣＰＵ２６ａは後述
するステップＳ４０３の特別図柄出力処理に移行する。
【００９８】
　一方、変動表示が行われている場合（ステップＳ４０４：Ｙ）、メインＣＰＵ２６ａは
タイマＮの値を１減算し（ステップＳ４０５）、ステップＳ４０６の処理へ移行する。ス
テップＳ４０６では、図１２に示す特別図柄表示番号設定処理が行われる。
【００９９】
　図１２にフローチャートを示す特別図柄表示番号設定処理は、ステップＳ５００～Ｓ５
０６の処理よりなる。メインＣＰＵ２６ａは、初期値０から始まる特別図柄更新カウンタ
を１増加し（ステップＳ５００）、これが予め定められた最大値（本実施形態の場合、最
大値を５０とする）よりも大きいか否かを判定する（ステップＳ５０１）。これが否定さ
れた場合（ステップＳ５０１：Ｎ）、当該サブルーチンを終了して図１１の特別図柄表示
処理に戻る。すなわち本実施形態の場合、４ｍｓｅｃごとに割り込み処理される制御フロ
ーが５０回繰り返されるまで下記の特別図柄の更新処理は行われない。つまり、特別図柄
は２００ｍｓｅｃごとに更新されることとなる。
【０１００】
　特別図柄更新カウンタが最大値（５０）を超えた場合（ステップＳ５０１：Ｙ）、メイ
ンＣＰＵ２６ａは、特別図柄更新カウンタを０にリセットし（ステップＳ５０２）、初期
値０から始まる特別図柄表示オフセットを１増加する（ステップＳ５０３）。特別図柄表
示オフセットは、表３および表４に示す特別図柄変動表示テーブルより所望の格納データ
を呼び出すためのアドレスオフセット値を表す数値である。本実施形態における特別図柄
の変動表示は上記のように延べ６通りの特別図柄を切り換え表示して行うことから、特別
図柄表示オフセットの最大値は６－１＝５に設定されている。
【０１０１】
（表３）

【０１０２】
（表４）
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【０１０３】
　続けてメインＣＰＵ２６ａは、特別図柄表示オフセットが最大値（５）を超えた場合（
ステップＳ５０４：Ｎ）、メインＣＰＵ２６ａは特別図柄表示オフセットを０にリセット
する（ステップＳ５０５）。
【０１０４】
　ここで、本実施形態における特別図柄の変動表示は、上記のように、いずれも停止表示
パターンとして特別図柄表示装置３０に表示され得る延べ６通りの特別図柄を切り替え表
示することで行われる。すなわち変動表示される特別図柄の表示パターンは、特別図柄Ｌ
ＥＤパターンテーブル（表１，２を参照）にいずれも含まれている。
【０１０５】
　特別図柄変動表示テーブルとして表３を用いるケースについてまず説明する。図１２に
示すフローはかかるケースを示すものであり、当該ケースを本発明の第一実施形態とする
。
　表３に示す特別図柄変動表示テーブルには、特別図柄の変動表示に用いられる表示パタ
ーンが対応する特別図柄ＬＥＤパターンテーブルのパターン番号が表示順に格納されてい
る。メインＣＰＵ２６ａは、特別図柄表示オフセットを初期値０から５まで１ずつ増加さ
せ、特別図柄変動表示テーブルから当該アドレスオフセット値に格納されたパターン番号
を読み出し、特別図柄表示番号として設定する。
　後述のように、特別図柄表示番号（パターン番号）に対応する特別図柄表示ＬＥＤ３０
ａ～３０ｇの点灯・消灯パターンを特別図柄ＬＥＤパターンテーブルから呼び出すことで
、図６各図に示す特別図柄の表示パターンが特別図柄表示装置３０によって実現される。
【０１０６】
　なお、上記のように特別図柄表示オフセットが最大値（５）を超えた場合（ステップＳ
５０４：Ｎ）にこれが０にリセットされることから、特別図柄の変動表示が図６（ａ）の
態様から開始して同図（ｆ）の態様に至ったのち、再び同図（ａ）の態様が表示されるこ
ととなる。
【０１０７】
　また本発明の第二実施形態として、特別図柄変動表示テーブルに表４を用いる場合につ
いて説明する。
　表４に示す特別図柄変動表示テーブルには、特別図柄の変動表示の態様が表示順に直接
記述されている。７つのビットの０または１で構成される当該テーブルは、表１，２に示
す特別図柄ＬＥＤパターンテーブルの内容と対応するものであり、左から順に特別図柄表
示ＬＥＤ３０ａ～３０ｇの点灯・消灯のパターンを、点灯状態が１、消灯状態が０で表し
ている。
　したがって本実施形態の場合、メインＣＰＵ２６ａは図１２に示すステップＳ５０６を
省略して、表４の特別図柄変動表示テーブルから特別図柄表示ＬＥＤ３０ａ～３０ｇの点
灯・消灯パターンのデータを直接読み出すことができる。
【０１０８】
　なお、上記第二実施形態のように、特別図柄表示ＬＥＤ３０ａ～３０ｇの点灯・消灯パ
ターンを特別図柄変動表示テーブルに直接格納しておくことにより、特別図柄の変動表示
パターンをその停止表示パターンとは無関係に設定することができ、これにより、停止表
示パターンに含まれない特別図柄を用いて変動表示を行うことができる。
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　また上記第一実施形態のように、特別図柄ＬＥＤパターンテーブルのパターン番号のみ
が格納された特別図柄変動表示テーブル（表３）を用いることにより、メインＲＯＭ２６
ｂに記憶すべきデータ量を削減することができる。
【０１０９】
　以上により特別図柄表示番号設定処理サブルーチンを終了すると、メインＣＰＵ２６ａ
は図１１に示す特別図柄出力処理（ステップＳ４０３）を実行する。
【０１１０】
　上記第一実施形態の場合、ステップＳ４０３では、ステップＳ５０６で取得された特別
図柄表示番号に対応する特別図柄ＬＥＤパターンテーブルのアドレス値から、メインＣＰ
Ｕ２６ａは特別図柄表示ＬＥＤ３０ａ～３０ｇの点灯・消灯パターンのデータ（表１，２
を参照）を読み出し、特別図柄表示装置３０に対する出力信号を主制御基板２６の送信バ
ッファに格納する。
　また上記第二実施形態の場合、ステップＳ４０３でメインＣＰＵ２６ａは、既に取得さ
れた特別図柄表示ＬＥＤ３０ａ～３０ｇの点灯・消灯パターンのデータを同様に主制御基
板２６の送信バッファに格納する。
【０１１１】
　なお、特別図柄が変動中でない場合（ステップＳ４０４：Ｎ）は、特別図柄表示番号の
書き換え処理がなされないことから、前回の特別図柄変動ゲームの結果がハズレであった
場合には、ハズレを示すパターン０が指定された状態でステップＳ４０３がメインＣＰＵ
２６ａによって実行され、パターン０が継続して停止表示されることとなる。
【０１１２】
　ステップＳ４０３の特別図柄出力処理を終了すると、メインＣＰＵ２６ａは、図８に示
す制御フローの大当り処理（ステップＳ１０５）を行う。
【０１１３】
　一方、ステップＳ４００で特別図柄変動停止タイミングが肯定された場合（ステップＳ
４００：Ｙ）、メインＣＰＵ２６ａは、メインＲＡＭ２６ｃに記憶された特別図柄停止番
号を特別図柄表示番号に入力する。
【０１１４】
　続くステップＳ４０２にて、メインＣＰＵ２６ａは特別図柄の変動表示に対する終了デ
ータを生成する。
　図１３に、変動表示終了処理のサブルーチン（ステップＳ４０２）のフローチャートを
示す。ステップＳ６０１では、特別図柄表示装置３０において特別図柄を停止させる図柄
停止データをメインＣＰＵ２６ａは生成し、これをステップＳ６０２において、主制御基
板２６の送信バッファに格納して本サブルーチンを終了する。
【０１１５】
　ステップＳ４０１にて特別図柄表示番号には、ステップＳ３０７で取得された特別図柄
停止番号が格納されているため、メインＣＰＵ２６ａは、ステップＳ４０３にて、特別図
柄ＬＥＤパターンテーブルに設定された特別図柄表示ＬＥＤ３０ａ～３０ｇの点灯・消灯
パターンのデータを読み出し、特別図柄表示装置３０に対する出力信号を生成して、主制
御基板２６の送信バッファに格納し、本サブルーチンを終了する。
【０１１６】
　続けてメインＣＰＵ２６ａでは、図８のメインフローの大当り処理（ステップＳ１０５
）において、ステップＳ３０２における当り判定用乱数の当否判定と同様の処理を行う。
当否判定の判定結果が大当りではない場合、メインＣＰＵ２６ａはステップＳ１０６の割
込み待機処理へと移行する。一方、大当り判定の判定結果が大当りである場合、具体的な
説明は省略するが、メインＣＰＵ２６ａはメインＲＡＭ２６ｃに記憶された大入賞口設定
テーブルに基づき、大当り遊技のオープニング期間の開始を指示するオープニング指定コ
マンドや、大当り遊技において大入賞口開放タイミングと同期して開始し閉鎖タイミング
と同期して終了するラウンド期間の開始を指示するラウンド指定コマンド、大当り遊技の
終了を指示するエンディング指定コマンドなどを制御コマンドとしてサブ統括ＣＰＵ２７
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ａに出力したのち、ステップＳ１０６へと移行する。
【０１１７】
　ステップＳ１０６においてメインＣＰＵ２６ａは、前記ステップＳ１００の処理が開始
されてから所定時間（例えば４ｍｓｅｃ）経過するまで待機する。４ｍｓｅｃが経過した
後、メインＣＰＵ２６ａは、再びステップＳ１００の処理へ移行する。
【０１１８】
　本実施形態のパチンコ機１０においては、４ｍｓｅｃごとに図８の制御フローがタイマ
割り込み実行され、またステップＳ５０１にて特別図柄更新カウンタが最大値である５０
を超えた場合にのみ特別図柄の変動表示を行う旨の出力信号がメインＣＰＵ２６ａによっ
て生成されることから、主制御基板２６の送信バッファには２００ｍｓｅｃごとに当該出
力信号が格納されることとなる。送信バッファに格納された当該信号は、特別図柄表示装
置３０によって例えば１６ｍｓｅｃごとに読み込まれて特別図柄の変動表示および停止表
示が実行される。この場合、時刻０で変動表示が開始されたのち、２０８ｍｓｅｃ、４０
０ｍｓｅｃ、６０８ｍｓｅｃ、８００ｍｓｅｃ・・・においてそれぞれ特別図柄の変動表
示が切り替えられることとなる。
【０１１９】
　また本実施形態のパチンコ機１０では、特別図柄表示装置３０における特別図柄の変動
表示の更新間隔と、普通図柄表示装置５０における普通図柄の変動表示の更新間隔とを同
一に設定している。これにより、特別図柄表示装置３０と普通図柄表示装置５０とを演出
上の観点から渾然一体化することができる。
【０１２０】
　ここで、本実施形態のパチンコ機１０において普通図柄の変動表示を普通図柄表示装置
５０で実行させるための制御処理方法を以下に略示する。
　図７に示すように遊技球がゲート２５を通過したことを示す通過信号は、検知スイッチ
より主制御基板２６に送られる。
　かかる入力信号をメインＣＰＵ２６ａが取得すると、メインＣＰＵ２６ａは、図８のメ
インフローに示す入力処理（ステップＳ１０１）において、普通図柄始動保留数が最大値
（本実施形態の場合、４個）未満である場合に、普通図柄変動ゲームの当り判定用乱数を
取得してこれをメインＲＡＭ２６ｃに記憶する。
【０１２１】
　次にメインＣＰＵ２６ａは、メインフローに示す特別図柄表示処理（ステップＳ１０４
）の終了後に、図１０に示すフローチャートに準じて普通図柄の変動表示開始処理を実行
する。具体的には、普通図柄始動保留数が１以上であることを確認したのち、当該保留数
を１減算し、普通図柄変動ゲームの当り判定用乱数の当否判定を行う。なお当該当否判定
においては、時短状態が付与されている場合には当選確率が上昇する。
　なお本実施形態のパチンコ機１０の場合、普通図柄記憶ＬＥＤ５１で表示される普通図
柄始動保留数や、遊技状態表示ＬＥＤ３２で表示される時短状態の有無、および上記当否
判定の結果に基づいて、普通図柄の変動表示時間は一義的に決定されている。
　したがってメインＣＰＵ２６ａは次に、当該決定された変動パターン（変動時間）を減
算カウンタであるタイマにセットする。
【０１２２】
　またメインＣＰＵ２６ａは、図１１に示すフローチャートに準じて普通図柄の変動表示
処理を実行する。具体的には、普通図柄の変動停止のタイミングか否かを上記タイマ値を
参照して判定した後、（１）停止タイミングにおいては、当選またはハズレによってそれ
ぞれ一義的に決定されている停止表示パターンを普通図柄表示装置５０に表示させる普通
図柄出力処理を行い、（２）変動表示の実行中には普通図柄更新カウンタを１ずつ増加さ
せてこれが最大値として予め設定された５０を超えた場合にのみ普通図柄を変動表示させ
る。かかる最大値の設定は特別図柄更新カウンタの最大値と同一としている。これにより
、普通図柄の変動間隔と特別図柄の変動間隔とを共通とすることができる。また（３）普
通図柄が変動していない場合は同一の表示パターンを継続して表示させることにより、結
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果的に普通図柄が停止表示されることとなる。
　このようにして決定された普通図柄の変動表示パターンを、メインＣＰＵ２６ａは主制
御基板２６の送信バッファに格納し、普通図柄表示装置５０に送信する。
【０１２３】
　またメインＣＰＵ２６ａは、メインフローの大当り処理（ステップＳ１０５）の終了後
に、普通図柄当り処理を実行する。
　具体的には、上記当否判定によって普通図柄変動ゲームが当選した場合、開閉羽根２１
を開放するタイミングを示す開閉羽根開放データを生成して主制御基板２６の送信バッフ
ァに格納するとともに、開放時間を減算カウンタにセットする。
　これにより、開閉羽根２１は上記指定されたタイミングおよび時間にわたってこれを開
放し、始動口２２ｂへの遊技球の入賞が可能となる。
【０１２４】
　なお、本実施形態の特別図柄表示装置３０は７個のＬＥＤを備えてなるため、表１，２
，４に示すように、特別図柄ＬＥＤパターンテーブルや特別図柄変動表示テーブルは７つ
のビットの０または１で構成されている。したがって、ステップＳ３０３の特別図柄出力
処理においては、例えば特別図柄変動ゲームの確率変動状態の有無を表示する遊技状態表
示ＬＥＤ３２ａなど、他のＬＥＤの点灯・消灯パターンと併せて８ビット（１バイト）の
情報として主制御基板２６の送信バッファに格納すると処理効率がよい。また本実施形態
の特別図柄表示装置３０は、特別図柄記憶ＬＥＤ３１が０～４の始動保留数を表示するた
めに３ビットを要し、もう一方の遊技状態表示ＬＥＤ３２ｂ、普通図柄表示ＬＥＤ５０ａ
，５０ｂおよび普通図柄記憶ＬＥＤ５１ａ，５１ｂが合計５つであるためその点灯・消灯
パターンを表すのに５ビットを要することから、表示器６０に配置された合計１７個のＬ
ＥＤの点灯・消灯パターンを２バイトの情報で処理することができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
【図１】パチンコ機１０の機表側の模式図である。
【図２】パチンコ機１０の遊技盤１３の正面図である。
【図３】表示器６０の斜視図である。
【図４】表示器６０の正面図である。
【図５】（ａ）は表示装置設置領域６１の拡大図、（ｂ）は特別図柄表示装置３０を構成
するＬＥＤと、普通図柄表示装置５０を構成するＬＥＤのみ示す模式図である。
【図６】（ａ）～（ｆ）は特別図柄を変動表示させる特別図柄表示装置３０の表示形態を
示す模式図である。
【図７】パチンコ機１０の制御構成を示すブロック図である。
【図８】メインＣＰＵ２６ａで行うタイマ割込み処理のフローチャートである。
【図９】入力処理サブルーチンのフローチャートである。
【図１０】特別図柄表示処理サブルーチンのフローチャートである。
【図１１】変動表示開始処理サブルーチンのフローチャートである。
【図１２】特別図柄表示番号設定処理サブルーチンのフローチャートである。
【図１３】変動表示終了処理サブルーチンのフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２６】
　　１０　　パチンコ機
　　１３　　遊技盤
　　２２　　特別図柄始動入賞装置（始動口）
　　２４　　大入賞
　　２５　　普通図柄始動装置（ゲート）
　　２６　　主制御基板
　　３０　　特別図柄表示装置
　　３１　　特別図柄記憶ＬＥＤ
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　　３２　　遊技状態表示ＬＥＤ
　　４０　　演出図柄表示装置
　　５０　　普通図柄表示装置
　　５１　　普通図柄記憶ＬＥＤ
　　６０　　表示器
　　６１　　表示装置設置領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】
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